
平成30年４月以降の

地域生活応援会議の運用について
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○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

≪主な構成員≫
自治体職員、包括職員、ケアマネ
ジャー、介護事業者、民生委員、OT、
PT、ST、医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士、歯科衛生士その
他必要に応じて参加

※直接サービス提供に当たらない専門
職種も参加

地域包括支援センター（※）レベルでの会議
（地域ケア個別会議）

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全てのケー
スについて、
多職種協働に
より適切なケ
アプランを検
討）

・地域包括支援センターの箇所数：4,328ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,072ヶ所）（平成24年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,202保険者）で実施（平成24年６月に調査実施）

在宅医療
連携拠点

医師会等関
係団体

医療関係専
門職等

○ 「地域ケア会議」（地域包括支援センター及び市町村レベルの会議）については、地域包括ケアシステムの実現の
ための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。

○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネット
ワーク構築につなげるなど、実効性あるものとして定着・普及させる。

○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。

地域ケア会議の推進
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① 各分野で指導的な立場にある地域の関係者の参加を得た
「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」

桑名市の「地域ケア会議」

② 地域の高齢者世帯の困難事例の解決のための
「地域支援調整会議」

③ 多職種協働でケアマネジメントを支援するための
「地域生活応援会議」

④ 要介護・要支援認定又は「地域生活応援会議」に先立つ
暫定的なサービスの利用のための「ケアミーティング」

⑤ その他（「高齢者見守りネットワーク」、
「高齢者虐待防止ネットワーク」等）
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地域生活応援会議の概要

○ 新規にサービスを利用する要支援認定者・事業対象者を
対象とした地域ケア個別会議。

○ この会議の趣旨は、介護保険の基本理念である高齢者の
自立支援を「机上の空論」から「現場の実践」へ転換していくこと。

○ ケアマネジメントの資質の向上を図るとともに、
個別ケースの課題分析の積み重ねにより地域課題を発見し、
地域に必要な資源開発や地域づくりなどの政策形成に繋がる
重要な会議。

○ Ａ型応援会議 ⇒ 市全域で開催（水曜日）
Ｂ型応援会議 ⇒ 地域包括支援センター単位で開催
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くらしいきいき教室利用時の会議の運用について

地域生活応援会議の変更点（１）

サービス利用開始時

初回の会議は、サービス利用開始から概ね１か月以内に実施。

サービス担当者会議 ⇒ サービス利用開始 ⇒ 応援会議

これまでと同様に、サービス利用開始前に会議を行うこともできます。

※ くらしいきいき教室と他のサービスを組み合わせて利用する場合も
「概ね１か月以内」に応援会議を実施してください。

サービス終了（卒業）時

Ｂ型応援会議は必要に応じて実施。



【参考】くらしいきいき教室利用時の地域生活応援会議の運用

１か月 ２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月

３か月で
終了

６か月で
終了

３か月で
移行

６か月で
移行

○ 初回の会議は、サービス開始から概ね１か月以内に開催。

○ くらしいきいき教室の終了（卒業）前に開催していたＢ型応援会議は必要に応じて開催。
（Ａ型会議で担当包括が元気アップ計画書について報告）

○ くらしいきいき教室利用後に他のサービスに移行する場合は、移行前に２回目の会議を
開催。（Ａ型、Ｂ型のどちらになるかは、移行するサービスにより決定）

Ａ型

Ａ型

Ａ型

Ａ型

Ａ又はＢ

くらしいきいき
延長

くらしいきいき
延長

終了

終了

他サービス
へ移行

他サービス
へ移行

Ａ又はＢ

利用終了後に、Ａ型会議で
元気アップ計画書について報告

くらしいきいき教室を利用する場合
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対象者について

地域生活応援会議の変更点（２）

新規ではない要支援認定者・事業対象者も会議の対象とする方向で
検討中です。

回数について

会議は２回で終了とします。

※平成３０年４月以降に２回目の応援会議を実施するケースが対象です。



8

これまで

平成３０年４月以降

「生活行為しているシート」についてのお知らせ

応援会議「１回目用」と「２回目以降用」が別のシートなので

２回目の応援会議の際に「２回目以降用」のシートに転記が必要

「１回目用」と「２回目以降用」の区別をなくし、

従前の「２回目以降用」のシートを１回目の応援会議から使用



9

室内歩行

屋外歩行

外出頻度

排泄

食事

入浴

着脱衣

Ａ
Ｄ
Ｌ

氏名

（フリガナ）　　　　　

事前 備考 事後予測

調査日

【生活行為しているシート】

地域生活応援会議の様式についてのお知らせ

１回目用

３月末まで

回目

事前
事後

予測
事前

事後

予測

室内歩行

屋外歩行

外出頻度

排泄

食事

入浴

着脱衣

備考

Ａ
Ｄ
Ｌ

氏名

（フリガナ）　　　　　

調査日
回目

【生活行為しているシート】

１回目 ２回目

２回目以降用
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地域生活応援会議の様式についてのお知らせ

平成３０年４月～

回目

事前
事後

予測
事前

事後

予測

室内歩行

屋外歩行

外出頻度

排泄

食事

入浴

着脱衣

備考

Ａ
Ｄ
Ｌ

氏名

（フリガナ）　　　　　

調査日
回目

【生活行為しているシート】

１回目 ２回目

１回目も２回目も同じシートになります


